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経営所得安定対策等大綱について

（農林水産大臣官房参事官）佐々木　康雄

17 年 10 月末に「経営所得安定対策等大綱」
が取りまとめられた。その中身について，ま
ず生産現場の方々に知ってもらう必要がある
ことから，現在，ブロック，県レベルでの説
明会を開催し，説明を行うとともに意見交換
を行ってきているところである。

今回決定した大綱では，①品目横断的経営
安定対策，②米の生産調整支援策の見直し，
③農地・水・環境保全向上対策という３つの
ジャンルの政策の大枠や詳細な内容について
決定している。

まず，品目横断的経営安定対策については，
対象者となる「担い手」の具体的な要件とし
て，①認定農業者（北海道 10ha，都府県４
ha 以上）および一定の条件を備える集落営農

（20ha 以上）②経営規模要件の特例（中山間
地域等物理的制約に応じた特例，転作の推進
に一定の役割を果たしている受託組織に対す
る特例，複合経営等に対する所得に応じた特
例）が決定された。また，対策の仕組みに関
しては，諸外国との生産条件格差是正対策に
おいては，具体的な支援水準の算出方法等が，
収入の変動による影響緩和対策については，
影響緩和の方法，必要な資金の造成の方法等
が，それぞれ決定された。今般の決定を受け
て，対象となる担い手の育成・確保に関し，
行政・関係団体が一丸となって取り組んでい
るところである。

米政策に関しては，品目横断的経営安定対
策の導入により収入変動の影響緩和対策が措
置されることに伴い，現在米政策の中で実施
している同様の機能を持つ対策の整理の方向
も併せて示す必要があることから，いわば品
目横断的経営安定対策と「表裏一体の関係」
にある米の生産調整支援策の見直しの方向に
ついても併せて決定している。具体的には，
品目横断的政策の導入，新たな需給調整シス
テムへの移行に併せて，19 年産から，①担い
手経営安定対策の品目横断的政策への移行，

②稲作所得基盤確保対策の需要に応じた米の
生産を支援する機能を当面の措置として，産
地づくり対策と一本化，③産地づくり対策に
ついて所要の見直し等である。

また，品目横断的経営安定対策などの産業
政策的観点からの対策と「車の両輪の関係」
にある地域振興対策の観点から新たに構築し
ていこうとしている農地・水・環境保全向上
対策についても大枠を決定している。具体的
には，19 年度から，「農業者だけでなく地域
住民等の多様な主体が参画する活動組織」を
対象に，①農地・農業用水等の資源を適切に
保全し，質的向上を図るための効果の高い共
同活動を支援する対策，および②地域で相当
程度のまとまりを持って，化学肥料や農薬の
使用を原則５割以上低減する先進的な取組を
支援する対策を一体的に推進することとして
いる。

今後は，年明けの18年通常国会に関係する
制度改正案を提出して早期の成立を期し，そ
の後，18 年夏以降の 19 年度予算編成過程に
おいて，それぞれの政策転換に必要な所要の
予算を確保し，19 年産から実施というスケジ
ュールになっている。

（文責　吉田行郷）




